
し
た
功
に
よ
っ
て
、
股
尚
滋
大
陸
の
抽
出

nを
得
た
。

一
明
・橋
爪・
抑
爪
新
・
問
中
・徳
用
・錦
町
・
乾
垣
内
・三
一
た
。

E
良
は
牢
臨
粁
と
蹴

L
、
平
宕
仙
桜
に
摂
ん
だ

ナ
ガ
エ
マ
チ

長
柄
町

金
仰
の
町
名
。
も
と
滞

一
日
市
・稲
荷

-m内
-mm・謹
花
寺
・
事
前
寺
・畏
伺
・
一
と
い
ふ
。

俣
の
御
長
柄
小
人
の
住
宅
の
あ
っ
た
所
で
あ
る
か
ら
で
的
金
・今
関
・
嗣
正
寺
・
末
松
・
木
津
・
安
養
寺
・七
阪
・

一

ナ
カ
ガ
ハ
ゼ
ン
ゴ
ロ
ウ
中
川
菩
五
回

明

和

六

こ
の
名
が
あ
る
。
後
御
長
柄
小
人
は
漸
次
利
伎
し
て

一
行
町
・剣
道
・
日
向
、
以
上
サ
六
よ
刊
を
含
ん
で
居
た
。
一
年
父
金
太
夫
胤
就
の
越
知
二
百
石
を
裂
ぎ
、
御
馬
廻

山H
泡
の
地
子
町
に
成
っ
た
。

一

ナ
カ
ガ
ハ
中
川

mm
咋
郷

ω知
郷
に
凪
ず
る
邸
一
に
班
し
た
が
、
天
明
八
年
八
且
十
一

日
金
部
域
内
土

ナ
ガ
エ
ヤ
ハ
ク
ケ
イ
長
江
屋
柏
葵

金
持
の
側
一
一
前
O

中
川
村
の
名
は
大
永
六
年
十
且
一
宮
匙
務
取
年
一
鋸
御
門
泊
番
中
、
恋
に
三

J

丸
御
番
町
に
従
っ
た
こ

人
。
岡
山
日
を
得
老
陪

χ
は
お
老
雁
と
い
ふ
。
油
開
制
太

一
民
米
銭
納
阪
に
も
見
え
る
。
能
官
名
跡
芯
に
、
『
中
川

一
と
鉱
山
則

L
、
十
二
且
十
八
日
能
菅
島
銃
刑
を
命
ぜ
ら

兵
衛
。
出
入
保
七
年
行
々
子
を
出
版
し
、
総
室
こ
れ
に

一
村
-
乱
し
。
太
郎
右
衛
門
と
い
う
て
、
利
家
公
よ
り
御

一
れ
、
寛
政
元
年
五
且
十
三
日
曲
村
に
赴
い
た
o
時
に

序
し
た
。

一
扶
持
頂
減
の
者
あ
り
o
山
廻
役
な
り
。
』
と
記
す
る
o
一
四
十
五
政
o
四
年
六
且
十
日
記
所
御
施
。

ナ
カ
オ
キ
ウ
ヂ
中
奥
氏

同
キ
続
元
日
記
兆

一

ナ
カ
ガ
ハ
中
川

路
島
都
自
主
制
な
る
大
谷
内・

一

ナ
カ
ガ
ハ
ナ
ガ
カ
ツ
中
川
長
勝

沼
都
宮
内
・八

正
六
年
七
周
三
十
日
の
僚
に
、『
白
州
得
光
併
浪
人
道

一
部
川
村
内一

一令所
か
ら
流
出
し
、
凶
分
備
で
鎗
越
川

一
郎
右
衛
門
o
光
置
の
弟
牢
左
街
門
の
長
子
で
、
光
重

准
上
太
万
糸
云
々
。
中
興
締
邸
助
太
万
云
々
。
同
左

一
に
古
川
ち
A
円
ふ
。
務
A
n
古
で
の
流
山
田
三
粁
除
。

一
の
養
子
と
な
っ
た
も
の
。
学
左
衛
門
は
徳
川
氏
に
仕

術
門
四
郎
一
苫
々
。
』
文
明
十
年
九
且
十
七
日
の
僚
に
、

一

ナ
カ
ガ
ハ
ア
キ
h
F
ダ

中

川
原
忠

辺
都
清
次
郎
・
一
へ
て
=
一
千
石
を
受
け
、
見
永
六
年
に
夜
し
た
。
畏
防

『
巾
興
絶
叫耐
丸
縦
父
円
山
部
助
人
道
妙
宗
去

二

と
あ

一
約
六
郎
・八
郎
右
衛
門
。
天
明
沼
年
幼
少
で
日
九
八
郎
右

一
前
旧
利
長
に
仕
へ
て
千
石
を
受
け
、
光
震
の
裂
後
そ

り
、
文
段
中
巾
次
記
氷
正
」t
三
年
乃
京
」i
七
年
に
中

一
術
計
思
の
泊
知
三
の
一
を
嬰
ぎ
、
八
年
本
知
五
千
石

一
の
養
老
傑
中
四
千
石
を
加
へ
、
大
坂
雨
役
に
従
う
て

興
加
賀
入
道
な
ど
が
見
え
る
。
是
閉
す
は
何
れ
も
石
川

一
に
前
田
し
、流
政
周
年
定
火
消
、亭
和
允
年
寺
枇
奉
行
粂

一
宮
山
仰
に
槍
功
が
あ
っ
た
。
明
開
二
年
裂
し
て
子
な
〈
、

郡
中
興
保
の
人
で
あ
ら
う
。

一
公
緋
必
容
行
に
任
じ
、
文
化
十
一
年
御
家
老
に
泌
み
、
一
外
甥
瀬
川
八
郎
右
衛
門
長
短
を
養
う
て
後
を
承
け
し

ナ
カ
オ
キ
シ
ョ
ウ
中
興
産

け
い
:
後
太
郎
e
把

一
十
二
年
十

H
六
日
四
十
二
践
を
以
て
残
し
た
。

一
め
た
。

明
徳
三
年
正
月
四
目
前
年
の
京
都
合
戦
の
行
賞
。
傑

一

ナ
カ
ガ
ハ
キ
ユ
ウ
ウ
エ
モ
ン
中
川
久
右
衛
門

一

ナ
カ
ガ
ハ
ナ
ガ
サ
ダ
中
川
長
定

週
刊
梢
金
十
郎
・

に
、
大
内
戦
弘
の
次
見
弘
正
が
小
林
と
器
迎

へ
て
、

一
般
八
百
行
。
大
坂
刊
役
に
器
開
L
、
有
府
屋
敷
で
首

一
泊」ハ
・式
部
o
元
職
十
三
年
父
米
女
長
卸
の
越
知
五

父
U
A

の
雌
を
助
け
た
錦
、
そ
の
子
際
丸
抱
年
二
以
な

一
一
つ
を
位
た
。
共
の
子
市
潟
後
を
製
ぎ
先
間
販
を
助
一
千
石
を
製
ぎ
、
十
六
年
定
火
消
、事
保
九
年
御
家
老
、

る
を
京
都
に
召
し
、
加
到
凶
中
興
庇
を
奥
へ
て
冷
泉

一
め
た
が
、
子
な
く
し
て
従
炊
し
た
。

一
後
加
判
に
捕
し
、
二
十
年
調
除
か
れ
、
元
文
四
年
六

家
の
家
信
と
し
た
と
あ
る
。
か
う
し
た
取
れ
と
、
巾

一

ナ
カ
ガ
ハ
コ
レ
主
ダ
中
川
惟
忠

辺
都
八
郎
右

一
十
五
銭
を
以
て
回
目
し
た
。

興
庄
な
る
も
の
L
作
否
と
は
明
ら
か
で
な
い
。

一
術
門
・式
協
。
初
都
民
俗
。
元
文
四
年
式
部
長
定
の
辿

一

ナ
カ
ガ
ハ
ナ
ガ
h
F
ネ

中

川

長
種

逝
都
八
郎
右

ナ
カ
オ
キ
ホ
中
興
保
付
ゴ
キ
石
川
加
に
在
つ

一
知
五
千
石
を
波
ぎ
、
延
竿
元
年
定
火
消
、
注
延
三
年

一
抑
制
門
。
翻
川
学
兵
衛
の
子
で
、
中
川
入
郎
右
衛
門
藍

た
。
限
永
叶

一
年
四
且
廿
九
日
静
寂
足
利
義
持
が
合
一
御
家
老
に
任
じ
、
貧困問
七
年
八
且
十
七
日
四
十
四
段
一
勝
の
養
子
と
な
り
、
総
拡
千
石
を
受
け
た
。
成
治
元

光
旅
丸
に
防
は
っ
た
敬
却
に
、
巾
興
保
内
参
町
二
段

一
を

以

て

残

し

た

。

一

年

大

械

自

に

任

じ

、
廷判
H
八
年
十
一
且
致
仕
し
て
怠

と
見
え
、叉
隊
諒
軒
目
録
回
目
享
二
年
入
居
サ
八
日
に
、

一

ナ
カ
ガ
ハ
シ
ゲ
カ
ツ
中
川
重
勝
沼
群
宮
内
・入
一
宇
と
割
問
し
、
元
総
十
四
年
七
且
授
。

『拙
在
新
御
街
地
之
在
所
、担
州
巾
肌
(
保
附
申
書
円
、
典
的

一
郎
右
衛
門
。
光
震
の
義
子
。
松
広
千
石
を
焚
け
、
明

一

ナ
カ
ガ
ハ
ナ
ガ
テ
ル
中
川
長
輝

逝
根
来
女
。

水
回
以
之
利
能
寺
制
論
之
子
制
有
之
。
』
と
も
あ
る
。
後

一
時
三
年
授
。

一
八
郎
右
衛
門
畏
穏
の
子
。
新
知
七
百
石
を
受
け
、
鬼

川

鑓

じ

て

巾

奥

郷

と

な

る

。

一

ナ
カ
ガ
ハ
シ
ゲ
ヨ
シ
中
川
重
度
沼
務
七
兵
街
。
一
文
元
年
御
歩
支
配
に
任
じ
、
延
同
国
三
年
新
番
頭
と
な

ナ
カ
オ
h
y
ゴ

ウ

中

奥
銅
或
は
中
興
に
作
る
o

一
山刷
出
綱
紀
に
仕

へ
て
千
石
を
領
し
た
が
、
病
を
佼
せ
-
・
り
、
入
年
家
督
を
綴
い
で
五
千
石
を
領
し
、
元紘一一一

石
川
泌
に
邸
L
、
務
政
時
代
で
は
指
ぽ
起
内
・問
・幸

一
ん
が
岱
岡
部
に
赴
き
、
立
文
十

一
年
そ
の
地
で
残
し
一
年
冊
以
凶
寺
前
取
火
消
に
任
じ
、
十
=
一
年
父
に
先
だ
っ

ナ
カ
ガ
ハ
ハ
チ
Z

モ
ン
中
川
八
右

衛

門

初
め

三
四
郎
。
緑
町
信
却
に
医

m
L、
次
い
で
能
殺
じ
問団

に
於
い
て
前
問
利
家
に
仕
へ
て
二
千
侠
を
受
け
た

が
、

一
た
び
線
人
と
な
り
、
元
利
元
年
利
市
か
ら
入

百
石
を
得
て
復
仕
L
、見
ホ
十
年
十
二
且
サ
二
日
夜
。

子
孫
滞
に
附
裂
す
る
。

ナ
カ
ガ
ハ
ミ
ツ
シ
ゲ
中
川
光
霊

溜
抑
制
泊
六
。

尾
張
の
人
。
初
め
融
制
間
信
長
に
仕
へ
、
天
正
十
年
二

十
一

段
で
信
長
の
子
信
忠
に
従
ひ
信
浪
商
法
城
を
攻

め
て
功
が
あ
り
、
将
い
で
前
凶
利
家
の
女
前
知
を
取
引

っ
た
の
で
、
信
長
山
岡
後
来
っ
て
利
家
に
来
仕
し
た
。

十
一

年
利
家
金
制
作
に
移
。
、
光
恵
は
利
一
生
の
兄
五
郎

兵
衛
安
勝
・
潟
市
則
定
音
響
と
共
に

七
賂
減
を
守
り
、

十
三
年
定
古
田
等
越
中
の
耐
保
氏
畑
山
の
稗
将
の
守
る
荒

山
を
攻
め
た
時
、
光
霊
の
館
下
能
く
戦
う
た
。
光
産

性
て
若
取
に
耽
り
て
修
城
の
謀
役
を
怠
。
、
鈴
に
山

子
利
長
の
怒
を
招
い
た
が
、
利
家
は
之
を
附
き
、
そ

の
罪
軒
か
ら
ざ
る
も
我
が
女
柄
を
問
問
刑
に
臨
す
る
に

忽
ぴ
ず
と
し
て
、
十
七
年
能
宥
の
砧
向
に
節
し
た
。

鎚
〈
も
な
〈
盟
臣
秀
昔
に
仕
へ
て
純
伊
と
な
b
、
一一一

て
残
し
た
。

ナ
カ
ガ
ハ
J
h
F
ロ
エ
モ
ン
中
川
の
太
郎
右
衛
門

羽
咋
制
中
川
の
百
姓
。
前
問
利
家
能
殺
人
凶
の
頃
馳

走
し
た
阪
を
以
て
、
扶
持
・
両
十
五
四
山
を
賜
は
っ
た
。

太
郎
右
術
門
ま
た
十
村
を
命
ぜ
ら
れ
、
二
代
太
郎
右

衛
門
・
=
一
代
太
郎
右
衛
門
強
び
に
そ
の
験
中
一
接
い
だ

が
、
明
版
元
年
に
至
っ
て
除
か
れ
、
扶
持
高
は
四
代

太
郎
布
術
門
に
併
へ
ら
れ
た
。

ナ
カ
ガ
ハ
ノ
リ
ヨ
シ
中
川
島
一
義
泊
朝
梢
愈
角
・米

女
・式
押印・
八
郎
右
衛
門
。
文
化
十
三
年
益
父
八
郎
右

衛
門
剃
忠
の
越
知
五
千
石
を
受
け
、
同
年
定
火
剤
、

文
政
十
一
日
叩
寺
刑
務
行
、
天
保
元
年
御
家
老
に
任
じ

た。

十
力

六
O
八


